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第１編 一般廃棄物の収集等に関する

アンケート調査結果報告 
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1-1. 調査概要 

（１） 目的  

埼玉県清掃行政研究協議会  埼玉県内 84 自治体（埼玉県、63 市町村、20 一部事務組合）

で構成   廃棄物処理 関  諸問題 解決        30 年以上       処理  尿処理 

災害廃棄物等の分野で各種の調査研究事業を実施している。 

廃棄物処理 取 巻 環境 大  変化     2015 年 9 月の国連サミットにおいて採択された SDGs

「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」をはじめ、国内では食品ロス削減推進

法（令和元年 10 月施行） プラスチック資源循環促進法（令和４年４月施行予定）   廃棄物 削

減や資源循環に向けた取組が進んでいる。 

    社会経済情勢     廃棄物処理 適正 処理 求    技術 情報 変化  いるため、

第一線   処理 現場 担当  自治体    必要 情報 提供         

 

（２） 調査対象  

埼玉県の市町村及び一部事務組合の 83 団体（次ページ参照） 

 

（３） 調査期間  

令和４年３月 18 日 3 月 31 日  な  締 切 後 回答 集計対象       

 

（４） 調査方法  

Ｅメールによる、EXCEL データの配布・回収 

 

（５） 調査項目  

 一般廃棄物 収集所（      ） 管理     

 一般廃棄物の収集（家庭系ごみの収集と課題）について 

 災害時の収集に関する想定と課題について 

 資源物の分別収集について 

 一般廃棄物 不法投棄対策     

 

（６） 回収の結果  

 

配布数 83 団体 

有効回収票数 68 団体 

有効回答率 81.9% 

 

（７） 留意点  

 集計では、四捨五入の都合上、数値の合計が 100％にならない場合がある。 

 グラフ中の n とは、回答者数を表し、無回答を含むが、無効・除外した回答を含まない。 

 グラフ中の SA は単一回答（Single Answer）、MA は複数回答（Multiple Answer）を指す。 
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1-2. 調査対象団体 

調査対象の 83 団体を以下に示す。 

 

市町村・事務組合 市町村・事務組合 市町村・事務組合 

さいたま市 北本市 美里町 

川越市 八潮市 神川町 

熊谷市 富士見市 上里町 

川口市 三郷市 寄居町 

行田市 蓮田市 宮代町 

秩父市 坂戸市 杉戸町 

所沢市 幸手市 松伏町 

飯能市 鶴ヶ島市 蓮田白岡衛生組合 

加須市 日高市 久喜宮代衛生組合 

本庄市 吉川市 朝霞地区一部事務組合 

東松山市 ふじみ野市 皆野 ⾧瀞下水道組合 

春日部市 白岡市 上尾 桶川 伊奈衛生組合 

狭山市 伊奈町 志木地区衛生組合 

羽生市 三芳町 北本地区衛生組合注 1) 

鴻巣市 毛呂山町 入間西部衛生組合注 1) 

深谷市 越生町 入間東部地区事務組合 

上尾市 滑川町 小川地区衛生組合 

草加市 嵐山町 坂戸地区衛生組合 

越谷市 小川町 東埼玉資源環境組合 

蕨市 川島町 蕨戸田衛生    組合 

戸田市 吉見町 彩北広域清掃組合 

入間市 鳩山町 秩父広域市町村圏組合 

朝霞市 ときがわ町 児玉郡市広域市町村圏組合 

志木市 横瀬町 埼玉西部環境保全組合 

和光市 皆野町 大里広域市町村圏組合 

新座市 ⾧瀞町 埼玉中部環境保全組合 

桶川市 小鹿野町 朝霞和光資源循環組合注 2) 

久喜市 東秩父村  
注 1)北本地区衛生組合 入間西部衛生組合  尿処理    理由 無回答のため集計の対象外とした。 

注 2)朝霞和光資源循環組合 処理施設 有       理由 無回答 ため集計の対象外とした。 
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1-3. 調査結果の詳細 

1-3-1．一般廃棄物 収集所（      ） 管理     
 

 
 

 
※回答２~４は問 15 以降  

 

 
 

 
＜「その他」主なコメント＞ 

・集積所    利用者   自治会 管理会社等 行    。（春日部市） 

 場所    市民主体 地域主体 行           （草加市） 

 市民 地域 主体 行     （三郷市） 

 集積所 利用者  集合住宅 場合 管理会社   主体 行    。（蓮田白岡衛生組合） 

問１ 貴自治体  収集        対応 管理等 担当          （○ １ ） 

問 2       管理 役割分担     

      （小屋等） 清掃     補修等 維持管理 補修 主体       （○ １ ） 
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＜条例名等 記載自治体＞ 

 条例  上尾、蕨市、和光市、新座市、三郷市、吉川市、寄居町、久喜宮代衛生組合 

 要綱  さいたま市、川越市、行田市 東松山市 鴻巣市、戸田市 入間市、桶川市、 

富士見市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、小川町、川島町 吉見町 上里町  

久喜宮代衛生組合 

 市民  許可通知 所沢市、深谷市、横瀬町、蓮田白岡衛生組合 

 

 

 
＜「その他」主なコメント＞ 

・ホームページでの啓発、ごみの分け方・出し方の冊子の配布（所沢市） 

・ホームページに掲載（春日部市） 

 基準 適合           対   容器 入 替  補修 補助金 交付    。（深谷市） 

 看板    除     貸 出  行     （草加市） 

    分 方 持 出 方     市民 配布     （蕨市） 

・町会内 衛生自治会 衛生指導費交付金 交付     （戸田市） 

・カレンダーにも啓発記事を掲載（R４年度）（嵐山町） 

n=52 MA=53

8

2

16

4

23

0 5 10 15 20 25

１．条例

２．規則

３．要綱

４．市民  許可通知等

５．特になし

（件）

       管理 補修    規定      

問３ 前問            管理 補修    規定        答      （○ 複数） 

問４        維持管理    自治体 取組    （○ 複数） 
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＜「その他」主なコメント＞ 

・ごみ集積所を覆うネットを配布している。（川越市） 

・カラス除けネットや集積所で使用する看板等を支給している。（熊谷市） 

 新設 改修時 補助金 交付（羽生市） 

・看板、カラス除けネットの貸し出し（草加市） 

・必要に応じてごみ出し曜日掲示物の作成・譲渡（三郷市） 

・ポスター等配付（横瀬町） 

 

 

 
＜「その他」主なコメント＞ 

・看板やラミネート加工した掲示物をステーションに掲示（熊谷市） 
・窓口で防鳥ネット配布時に啓発している。（年間約 1500 件）（春日部市） 
・未分別ごみ等から排出者のわかるものが出た場合、直接分別の指導をする。（桶川市） 
・啓発看板の配付及び設置（鶴ヶ島市） 
・ごみ収集日程表（小川町） 
・ごみカレンダーに記載（横瀬町 ⾧瀞町 小鹿野町 秩父市、秩父広域市町村圏組合） 
・安心安全メール、防災無線(新型コロナ関連)（秩父市、秩父広域市町村圏組合） 
・ごみの分別と出し方看板（日本語・英語・ベトナム語） 

＜スマートフォンのアプリを提供している自治体＞ 
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、鴻巣市、上尾市 草加市 入間市 北本市 八潮市、
富士見市 三郷市 坂戸市    野市 川島町 美里町 神川町 上里町 蓮田白岡衛生組合 久
喜宮代衛生組合 

問５       管理 伴 自治体   支援    （○ 複数） 

問６ ごみ出しマナーの啓発方法について、実施しているものをすべて選んでください。（○は複数） 
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＜「その他」主なコメント＞ 

・ごみ収集カレンダー内に外国語を併記して作成（4 か国語）（越谷市 嵐山町） 

・外国語の啓発看板を作成している。（鶴ヶ島市） 

・ホームページに翻訳機能あり。（小川町） 

・ごみ分別アプリに４か国語のごみ収集カレンダーを掲載している。（蓮田白岡衛生組合） 

・ごみを種類別に色分けした収集カレンダーを作成している。（秩父市、⾧瀞町 小鹿野町） 

 

※ごみ排出に係る多言語対応を別表１に示す。 

 

 
 

 
 

  

問７ 外国人向けのごみ出しマナーの啓発方法について、実施しているものに〇をしてください。 

（○は複数） 

問８ 廃棄物減量等推進員 設置状況    （○ １ ） 



 

9 

 

 

 
＜「その他」主なコメント＞ 
・適正 処理 普及 啓発 不法投棄 不適正排出 市  連絡（春日部市） 
・ステーションの巡回、使用状況の定期的な報告（越谷市） 

 

 
＜回答内容＞ 
・ごみ散乱防止ネットの配布、          設置費補助金（東松山市） 
・外国人住民向    分別表  推進員   意見 反映  修正 加筆 行          （羽生市） 
 粗大   有料化    野市 三芳町環境     係 基本方針 関  事項    （ふじみ野市） 

 

 

 
＜「その他」主なコメント＞ 

・ステーション設置基準に基づいて対応している。（熊谷市） 
・利用者 近隣住民 協議  地権者 隣接地権者 同意 得    集積所 決定  市担当課  
収集が可能な集積所かを判断している。（春日部市） 

 住民内 集積所 候補地   調整      担当課 申請（所沢市） 
・市と一部事務組合の判断で対応している。（鶴ヶ島市） 
・一部事務組合が収集業者と相談し、判断する。（⾧瀞町） 
・収集委託業者と担当課で判断し、対応している。（秩父市、秩父広域市町村圏組合） 
・区から要望を受け、町及び一部事務組合の設置基準に適合した箇所へ設置している。（越生町） 

問９ 前問で１を回答された方にお聞きします。 

廃棄物減量等推進員 活動内容     答      （○ 複数） 

問 10 問８で１を回答された方にお聞きします。 

廃棄物減量等推進員   提言等 施策 反映  事例     聞        

問 11 ステーションの増設要請や新規設置時の対応等について（○は１つ） 
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＜「その他」主なコメント＞ 

・       利用    住民 代表者 申請（川越市） 
・集積所 利用者 管理会社等（春日部市） 
 自治会代表者 利用者代表者 集合住宅管理者（東松山市） 
 町会 公衆衛生推進協議会 理事 申請（蕨市） 
 区⾧及   減量等推進員    要望書 申請可（幸手市） 
・  集積所利用者 八潮市環境衛生委員 署名捺印 受  集積所設置申請書 届出（八潮市） 
 集合住宅   管理者   申請（⾧瀞町） 

 

 

 
＜ 具体例 主     ＞ 

2.高齢化 独居高齢者等   出 困難世帯  戸別収集体制 予算 確保（三郷市） 
3.不法投棄 人目     収集所 不法投棄 多  対応 苦慮     （深谷市） 
5.不公平感 当番制 採用    場所     利用者間  問題    （蓮田白岡衛生組合） 
6.町会未入会 自治会未加入者 自治会  集積所 利用 拒否    （幸手市） 
7.その他 高齢化に伴い、集積所の清掃できる人の減少（越谷市） 

問 12 ステーションの増設要請や新規設置の申請者について（○は複数） 

問 13       管理 重要課題（○は最大２つ） 
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＜回答内容＞ 

・ごみ散乱防止ネットの配布、不法投棄防止看板 配布（東松山市） 

 収集業者 違反   発見  際   出 違反    貼付  排出者  適正 排出 促     

（北本市） 

   集積庫等設置費補助金    集積所     猫等 被害縮小 促進     （北本市） 

 不法投棄 多         鍵        利用者以外使用         不法投棄 防  。

（⾧瀞町） 

 

  

問 14       管理     独自 取 組      効果    取 組  施策等     聞  

ください。（自由記述） 
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 1-3-2．一般廃棄物の収集（家庭系ごみの収集と課題）について             
 

 
 

 
※ごみ収集を担当していない場合は問 23 へ 

 

 
 

 
＜把握している自治体の平均＞  

a.ステーション 4,492 箇所 

b.戸別収集 3,785 世帯 

c.拠点収集等 51 世帯 

d.その他 なし 

 

 

  

問 15 貴自治体はごみの収集を担当されているでしょうか。（○は１つ） 

問 16        数 戸別収集 戸数 把握           （○は１つ） 

把握されている場合は、その数をお答えください。 
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問 17 家庭系ごみの収集体制と委託方法について（○は１つ） 
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＜「その他」主なコメント＞ 

 地元自治会⾧ 連絡    新設 変更 廃止 管理    。（加須市） 

 

 

 
＜「その他」主なコメント＞ 

 高齢者等   出 支援 必要 認    世帯  戸別収集 変更    （北本市） 

・戸別収集 転換     今後協議     （滑川町） 

問 18       （収集位置 戸別収集 場合 含 ） 場所 把握    （○は１つ） 

問 19 前問で１または２を回答された方にお聞きします。 

       把握 変更管理 方法  答      （○ １ ） 

問 20       収集  戸別収集  転換    （○は１つ） 
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※      収集  戸別収集 転換  自治体     回答 ない。 

 

 
 

※      収集  戸別収集 転換  自治体     回答 ない。 

 

 
 

＜回答内容＞ 

・直営職員の減少に伴う、委託範囲の拡大（所沢市） 

 不燃           電池 混入  。（飯能市） 

 土木工事 建築工事 異   明確 積算基準 無    委託金額 真 適当 否 疑念 残  

（羽生市） 

・高齢化の問題で集積場までごみをだすことが難しい人が増えている。（八潮市、滑川町） 

・収集日や収集時間外に排出する人が多い。（滑川町） 

 令和 4 年度  集積場 出   もえる   処理方法 乾式   発酵処理 変更    今  もえ

る     処理       内 一部品目 処理             区分変更          

物     焼却処理            全体的 収集区分 見直 必要    （嵐山町） 

 今後始        一括回収 伴 分別 変更（川島町） 

 

  

問 21 前問で１を回答された方にお聞きします。 

問 21-1       収集  戸別収集 転換  際    課題        （○は最大２つ） 

問 21-2 前問の課題に対する施策の具体的な内容をお聞かせください。 

問 22 その他家庭系ごみ収集に関する課題があればお聞かせください。（自由記述） 
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 1-3-3．災害時の収集に関する想定と課題について                       
 

 

 
＜「その他」主なコメント＞ 

・産業廃棄物処理業者 3 者と基本協定のみ締結。無償・有償等の詳細は今後協議予定。（川越市） 
・協定 締結      古    見直  必要（春日部市） 
・委託契約内で災害時の収集について記載している。（鴻巣市） 
・協定は締結していないが、協定の締結を含み検討していく。（秩父市、秩父広域市町村圏組合） 

 

 

 

 
※委託業者名を別表２に示す。 

n=20 MA=21

47

1

2

2

0 20 40 60

一般廃棄物処理業者

産業廃棄物処理業者

再生資源事業者

建設・土木業者

（社）

災害時のごみ収集に関する協定（業種別）

問 23 災害時のごみ収集に関する委託業者等との協定※を締結していますか。（○は１つ） 

 ※埼玉県清掃行政研究協議会 通  協定以外 自治体 独自 締結       

問 24 前問で１~４を回答した方にお聞きします。 

災害時のごみ収集に関する協定を締結している委託業者をお答えください。 
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＜「その他」主なコメント＞ 

 令和元年東日本台風  災害廃棄物処理事業 実績 基   委託   （東松山市） 

 中間処理 最終処分   災害時 現委託先 調整 対応  予定 （志木地区衛生組合） 

 

 
 

 
＜「その他」主なコメント＞ 

・協定により幹事会社が指定する。（嵐山町） 

・協定に基づいて委託する。（小川町） 

・業者をあらかじめ決めている。（横瀬町） 

 

  

問 25 災害時   処理委託方法     基本的 考 方    （○は１つ） 

問 26 災害時   処理委託     市内外 優先活用 基本的 考 方    （○は１つ） 
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＜「取り決めはある」の具体的なコメント＞ 

・災害廃棄物処理計画 決     （行田市 飯能市 深谷市 鴻巣市、上尾市、朝霞市、和光市、

久喜市 蓮田市 吉川市 白岡市 嵐山町 小川町 宮代町 松伏町） 

・所沢市地域防災計画にて、災害廃棄物の仮置場を選定している。（春日部市、所沢市） 

・原則最終処分場やストック場、公園等の公有地に設置（越谷市） 

 災害廃棄物等 処理 関  相互支援協定（埼清研）（彩北広域清掃組合） 

 

 
 

 
＜「候補地をリストアップしている」自治体＞ 

さいたま市、熊谷市、川口市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣

市、深谷市、上尾市、蕨市、入間市、朝霞市、和光市、新座市、久喜市、北本市 富士見市 坂戸

市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、越生町、滑川町 嵐山町 小川町 鳩山町 横

瀬町 ⾧瀞町 小鹿野町 東秩父村 宮代町 松伏町、彩北広域清掃組合、以上 39 自治体 

  

問 27 災害時 仮置場 具体的 場所 管理 最終処分   方法     

問 27-1 災害時の仮置場に関する庁内外の取り決めはありますか。（○は１つ） 

問 27-2 前問で１を回答された方にお聞きします。 仮置場の場所や運営方法についてお答えください。 

（１）仮置場の候補地をリストアップしていますか。（〇は１つ） 
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＜「その他」主なコメント＞ 

・総合体育施設整備計画地（春日部市） 
・旧最終処分場、ストックヤード（狭山市） 
 最終処分場拡張予定地 下水道高度処理施設予定地（羽生市） 
・学校校庭（朝霞市） 
・学校、図書館、総合福祉センター、伝統工芸会館（小川町） 
・衛生組合資材置場（宮代町） 
・仮置場の設置条件はあるが具体的な場所は未定（蓮田白岡衛生組合） 
・旧最終処分場跡地（彩北広域清掃組合） 

 

 
 

 
＜「その他」主なコメント＞ 

・既存 中間処理施設 対応予定  発生量    処理困難 場合 支援 要請（川越市） 

・構成市と協議の上、決定（彩北広域清掃組合） 

（２）前問で１を回答した方にお聞きします。 

仮置場候補地の平時の用途をすべて選んでください。（〇は複数） 

（３）災害廃棄物 中間処理 方法     答      （〇 １ ） 
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＜「その他」主なコメント＞ 

・既存 最終処分場 対応予定  発生量     支援 委託 検討（川越市） 

 瓦礫     最終処分 行  有害物 外部委託 行  （東松山市） 

・必要に応じて県や関係機関と協議し、処分先を確保する予定（三郷市） 

・平時より複数の最終処分場と契約、運転継続できるようリスク分散している。（志木地区衛生組合） 

 

 

 

 

 
＜「想定訓練を実施している」自治体＞ 

越谷市、三郷市 

（４）災害廃棄物の最終処分の方法についてお答えください。（〇は１つ） 

問 27-3 災害時 仮置場 管理  職員 想定協力会社等 設定       （○は１つ） 

問 27-4 災害時 仮置場 管理 排出方法 勝手置場 対応等 想定訓練 実施        

（○は１つ） 
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＜「その他」主なコメント＞ 

・平時 市民  周知方法  今後 検討課題   認識    。（川越市） 

・廃棄物減量等推進員研修資料  啓発    。（春日部市） 

        災害廃棄物処理計画 掲載     （狭山市） 

 令和４年度  選択肢１ ３    記載        配布予定（富士見市） 

 令和元年台風第 19 号   災害時 周知 行   （坂戸市） 

・SNS など活用する。（嵐山町） 

 発災時 想定     現時点  周知      （小鹿野町） 

  

問 27-5 災害時の災害廃棄物の出し方についての決まりなどについて。（○は１つ） 

問 27-6 災害廃棄物 排出 関  市民  周知     （〇 複数） 
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 1-3-4．資源物の分別収集について 
 

 

 

 

n=68 MA=48
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問 28 資源物 収集頻度 収集量 収集方法（直営 委託等）等（収集量 概算） 
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問 29 資源物 収集    中間処理費用 資源売却金額（金額 概算） 
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※マイナスは逆有償を示す。 

 

 

 
＜回答１の自治体＞ 

さいたま市、川越市、川口市、所沢市、東松山市、鴻巣市、蕨市、戸田市 入間市、朝霞市、和光市、
新座市 桶川市 北本市 坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、越生町、川島町 吉見町、久喜宮
代衛生組合、志木地区衛生組合、蕨戸田衛生    組合、埼玉西部環境保全組合 

＜「その他」主なコメント＞ 
・容リ協会ルートと容リ協会以外のルートを併用している。（加須市） 
・その他のプラスチックと共に収集している。（富士見市） 
 容器包装 容 協会   他   独自処理     （狭山市） 
・      製容器包装 含 資源         容 協会以外     処理（滑川町 嵐山町 小
川町、東秩父村、小川地区衛生組合） 

問 30 プラスチック製容器包装の収集・資源化の現状について（○は１つ） 



 

26 

 

 
 

 
 

＜製品プラスチックの分別収集をしている自治体＞ 

所沢市、加須市、東松山市、蕨市、和光市、新座市 桶川市 富士見市    野市 滑川町 嵐山

町、東秩父村、蓮田白岡衛生組合、志木地区衛生組合、小川地区衛生組合 

 

 
 

※製品プラスチックの分別収集の詳細は別表３に示す。 

 

 
 

 
＜「その他」主なコメント＞ 

・可燃ごみとして収集予定（行田市） 

・週１回の一括収集を実施している。（狭山市） 

 

  

問 31 製品プラスチックの分別収集について（○は１つ） 

問 32 前問で１を回答された方にお聞きします。  →回答後は問 36 以降  回答      

製品プラスチックの分別収集についてお答えください。 

問 33 問 31 で２を回答された方にお聞きします。 

製品プラスチックの対応の方向性についてお答えください。（○は１つ） 

※回答１の月４回超は入間市 
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＜「溶リ協会ルート」を回答した自治体＞ 

入間市、鶴ヶ島市、越生町、埼玉西部環境保全組合 

 

 
 

 
＜「その他」主なコメント＞ 

・周辺市町  広域処理 予定       他市町  調整 難  。（越谷市） 

・今後組合と検討予定（戸田市）       

 令和 4 年度 構成市 検討予定（蕨戸田衛生    組合） 

  

問 34 前問で１または２を回答された方にお聞きします。 

処理      想定    方向性 次        （○ 複数） 

問 35 問 31 で２を回答された方にお聞きします。 

製品プラスチックの資源化に関して、課題に思っていることをお答えください（○は最大３つ） 
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＜回答３の取組内容＞ 

・スーパーにおける資源物回収ボックスの設置（越谷市） 

・HP 等への情報掲載（桶川市） 

 

 

  

問 36 すべての方にお聞きします。 

資源物に係る課題と思われていることを選んでください。（○は最大３つ） 
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 1-3-5．一般廃棄物 不法投棄対策     
 

 

 
 

 
 

 
＜品目別の主なコメント＞  

燃やすごみ 幹線道路沿      系  袋 入     投棄 多 。（小鹿野町） 

かん・びん 幹線道路沿      系  袋 入     投棄 多 。（小鹿野町） 

粗大ごみ 山間部 道路脇斜面 投棄        多  （小鹿野町） 

家電     冷蔵庫 洗濯機（寄居町） 

  

問 37 過去５年間 不法投棄件数 推移 

問 38 主 不法投棄品目（多 順 1,2,3 を付番してください。） 
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実施頻度 回答自治体 

毎日 秩父市、越谷市、戸田市 松伏町 

週に数回 川越市、川口市 所沢市 飯能市 狭山市 草加市 蕨市 入間市 吉川市 滑川町 東秩父村 

週１回 富士見市 三郷市 坂戸市 鶴 島市 白岡市 越生町、川島町、美里町 上里町 

月に数回 朝霞市 桶川市 蓮田市 鳩山町 小鹿野町、神川町 

月１回 熊谷市、加須市、鴻巣市、   野市 嵐山町 

不定期 春日部市、羽生市 新座市 久喜市 北本市 幸手市 吉見町 寄居町 

年 数回 八潮市、横瀬町、宮代町 

 

 

  

問 39 不法投棄 監視          （○は１つ） 
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令和２年度 対策費用  2,206.2 千円/年（回答平均） 

 

＜主な実施内容＞ 

・監視   保険 不法投棄啓発用看板（川越市） 

・家電リサイクル法対象品目の処分費用（行田市） 

 不法投棄禁止看板 購入 処理困難物処理費（加須市） 

 不法投棄廃家電処理委託 不法投棄物回収運搬委託（蓮田市） 

・産廃処理費用       券購入費用 充当（神川町） 

 啓発看板設置土地借上料 簡易看板作成用消耗品（寄居町） 

 

※詳細は別表４に示す。 

 

 
 

＜主なコメント＞ 

 東松山市 東松山警察署 連名  不法投棄禁止看板 作成  希望者 配布     （東松山市） 

 不法投棄案件    際 相互 報告      情報共有 努     （羽生市） 

 警察署  連名   不法投棄禁止看板 作成（蓮田市） 

 産廃     県 協力  行為者 判明        警察 協力    。（幸手市） 

・県との合同パトロールの実施（秩父市、鳩山町） 

 

※詳細は別表４に示す。 

 

 
 

 
 

※本回答は指定ごみ袋を導入している自治体に限定して集計した。 

  

問 40 不法投棄 対策費用     

問 41 県や警察等との継続的に連携する取組があればお聞かせください。 

問 42 指定  袋 有料  袋 導入 不法投棄 関連    （○は１つ） 

問 42-1 本自治体 指定  袋 有料  袋 導入 伴 不法投棄 増   思      
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＜「その他」主なコメント＞ 

・ごみ集積所（行田市 富士見市） 

・ごみステーション（越谷市 戸田市） 

・一般廃棄物のごみステ－ション（蕨市） 

 

  

 問 42-2 他自治体 指定  袋 有料  袋 導入 伴 不法投棄 流入 増   思      

問 43 不法投棄 多 場所    対策 

問 43-1 不法投棄 多 場所（○は１つ） 
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＜「その他」主なコメント＞ 

   分別    不法投棄通報機能、直営の収集作業員によるパトロール（富士見市） 

 

 
 

＜主な回答＞ 

・啓発看板の設置（秩父市） 

 使用済     繰 返 投棄   場所            捨      発見   通報    明

記  看板 設置      地域 意識 高    投棄       （飯能市） 

 不法投棄 対  警告    貼  （草加市） 

・不法投棄 多 場所      監視    設置   （入間市） 

 監視    設置（滑川町） 

 

  

問 43-2 その対策（○は複数） 

問 44 不法投棄 対  効果    取組等     聞        
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 1-3-6．意見 要望 自由記述 
 

＜主な回答＞ 

４.資源物の分別収集についての補足としまして、当組合は、構成市で容器包装プラと容器包装外プラを一括

で収集し、搬入されたごみを当組合施設で容器包装プラと容器包装外プラを分別しています。（志木地区衛生

組合） 

 

 

 

以上 
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第２編 アンケートに係る取組推進の

参考   先進事例 
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2-1．事例一覧 

 

 一般廃棄物 収集等 関       調査     設問    係  参考   先進事例    情報

 収集  概略 以下 まとめた。 

 

 先進事例一覧 

分野 先進事例 取組主体 
１．ステーション管理 

事例１ 軽いアルミ製の設備の補助率を高くする 富山県立山町 
事例２ これだけでカラスがこない カラス除けコンテナ貸与 愛知県豊橋市 
事例３ いつでもごみを出せるようにする 東京都日野市 
事例４ ごみの運搬距離を短くする ⾧崎県諫早市 
事例５ 生ごみを 24 時間出せる回収箱の導入 千葉県市川市 

事例６ 
自治体職員が戸別訪問、声掛けも行う「ふれあい収集」で 
ごみ出し安心 

埼玉県所沢市 

事例７ 体制やマニュアルを整備して、委託によるごみ出し支援・声掛けを行う 千葉県我孫子市 
事例８ 外国人向けごみ出しルール情報（アプリ等） 兵庫県神戸市 

２．資源ごみ収集 
事例９ 日常の「ごみ出し」を活用した地域コミュニティ向上モデル事業 奈良県生駒市 

事例 10 
新たなペットボトル回収・リサイクルシステム 
（みんなでつなげるペットボトル循環プロジェクト） 

大阪府大阪市 

事例 11 新たな拠点回収の実施（移動式拠点回収事業） 京都府京都市 
事例 12 衛生自治会を中核とした 27 品目の分別活動 鹿児島県大崎町 

３．災害廃棄物対策 
事例 13 被災経験者及び OB の活用によるマネジメントの円滑化 東日本大震災被災地 
事例 14 仮設トイレ管理体制の事前準備による現場の混乱防止 熊本県益城町 
事例 15 災害廃棄物仮置場の設置 熊本県 
事例 16 災害時における生活ごみ等の処理 熊本県 
事例 17 市内の仮置場の事前選定 鹿児島県鹿児島市 

事例 18 仮置場の運営訓練 
千葉県船橋市 
関東地方環境事務所 

事例 19 市民への災害時の分別の事前周知 大阪府茨木市 

事例 20 災害廃棄物の搬出訓練 
和歌山県かつらぎ町 
近畿地方環境事務所 

４．不法投棄対策 
事例 21 可搬式の監視カメラの導入 千葉県市原市 
事例 22 可搬型監視カメラの導入により機動力のある監視体制を構築 福岡県福岡市 
事例 23 亀岡市の不法投棄防止対策 京都府亀岡市 

事例 24 利根川河川敷の不法投棄防止対策 
利根川上流河川事務所 
古河出張所 
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2-2．      管理 
 

事例１ 軽    製 設備 補助率 高    

取組の主体 富山県立山町（人口 24,411 人 世帯数 9,170 世帯 R4.1.1） 

取組の目的 
高齢者   収集箱 開閉 困難    軽    製及 劣化         製   

収集箱 補助率 高     

取組の背景 

    製    重   収集箱 大多数    高齢者 方 筋力 弱  蓋 開  

  困難      声          集積所 雨             製  錆 

 底 抜           錆       製      製 普及 図        

取組 概要 

  収集箱     製（金網状） 多     軽  錆    劣化 少   耐久性 

     製及      製   収集箱 購入補助率 高   普及 図      

 

 取組開始 平成 28 年度   

 取組 流   

①自治会から申請 

②町の職員が現地確認 

③自治会等でごみ収集箱を設置 

④交付申請書類（領収書   収集箱 設置状況写真等） 提出 

⑤交付決定通知を送付 

 設置にかかる費用 アルミ製 15 20 万円      製 約 30 万円 

 年間の予算 毎年 300 万円程度 

 収集箱の特徴 スチール製は箱の上部に蓋が付いており、手前の取手を上に持ち上げる

        製      製 蓋 観音開        多         製 雨

           集積所    傷     耐用年数 短     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組 効果 収集箱 素材 変   軽       蓋 楽 開            

出 典 等 
  集積所管理支援 事例集（国立環境研究所） 

https://www-cycle.nies.go.jp/jp/report/aging4.pdf 
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事例２                 除     貸与 

取組の主体 愛知県豊橋市（人口 372,604 人 世帯数 162,291 世帯 R4.1.1） 

取組の目的   集積所    除       設置      被害 軽減    

取組の背景 

平成 29 年４月  生   分別収集 開始      集積所     掛 方 甘  

カ     袋 引 張 出      散乱        住民   苦情        

め、市の考案によりカラス除けコンテナを置くことを提案した。 

取組 概要 

豊橋市 生   分別処理 行     自治会 通  希望        生  用  

  除      市  貸与          １ 所   集積所 １個 多  ３ ４

個貸与  自治会 管理         １個   10 15 袋程度入     可能  

 

 取組開始 平成 30 年度   

 取組 流   

①自治会  市 貸与 要望 受 付  （予約制    ） 

②貸与 決定   自治会員 指定 環境     取  来     希望    配

送 行   

③  集積所      設置    

 設置にかかる費用 1 基   505 円 

 年間の予算 令和 2 年度 252,500 円（内訳      料金 505 円×500 個） 

 

 
 

取組 効果 

     設置         被害 軽減       設置前   生          

   混在  置   状態    収集効率 影響          設置       

  分  置         収集効率 向上    

出 典 等 
  集積所管理支援 事例集（国立環境研究所） 

https://www-cycle.nies.go.jp/jp/report/aging4.pdf 
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事例３        出        

取組の主体 東京都日野市（人口 187,304 人 世帯数 91,736 世帯 R4.1.1） 

取組の目的                    活用    出     緩和   

取組の背景 
  収集 有料化 戸別収集 始        説明会 行  際 市民  要望 

出て実施に至った。 

取組 概要 

高齢及び障害によりごみ出しが困難な世帯は指定日外排出用ごみ・資源収納容器「ハ

             使用      利用者 生活 支援  者（家族     

等）       出           集合住宅 場合              

ごみ袋に貼ることで指定日以外でもごみ集積所にごみを排出できる。（ボックスとシール

共    指定日 回収 行    ） 

 

 取組開始 平成 12 年度   

 取組の流   

①申請 

②面談 

③可否 決定 

④１週間以内 対応 開始 

 年間の予算 ハンディキャップボックスや面接等を行う事業費 一部      福祉部

局 連携  東京都 福祉関連 特別交付税 対象    補助金等 充      

 

 
 

取組 効果 
      出                  同居     家族     出 支援 

      効果 期待     

出 典 等 
  集積所管理支援 事例集（国立環境研究所） 

https://www-cycle.nies.go.jp/jp/report/aging4.pdf 
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事例４    運搬距離 短    

取組の主体 ⾧崎県諫早市（人口 133,043 人 世帯数 53,604 世帯 R4.1.1） 

取組の目的          分割 分散  運搬距離 短    

取組の背景 

自治会⾧   高齢者              運搬    困難           

分割  近 場所  設置        相談 受            分割申請 

際 高齢者    運搬距離 理由       多   

取組 概要 

高齢者   出 距離 ⾧ 等 理由 自治会⾧等  申請 受          

を分割している。既存のステーションはそのままで、新たなステーションを設置する。 

 

 取組の     

①自治会 町内会    集積所 分割申請（設置場所 利用世帯等） 

②市 現地確認 

③市            登録 

④市 収集委託先 新           場所 伝達→⑤収集開始 

 設置    費用    

 年間 予算    

          特徴  

  集積所  鳥獣害等 対策         管理者    金属  等 設置  

            １ 所    利用世帯 20 世帯程度  最少 数世帯（山

間部）        

 

 
 

取組 効果          分割        出  距離 短    市民 負担 軽減    

出 典 等 
  集積所管理支援 事例集（国立環境研究所） 

https://www-cycle.nies.go.jp/jp/report/aging4.pdf 
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事例５ 生   24 時間出  回収箱 導入 

取組の主体 千葉県市川市（人口 490,843 人 世帯数 250,511 世帯 R3.12.31） 

取組の目的 生  回収箱（試作品）   試験運用 実施 

取組の背景 

以前     資源化 推進 市民 利便性確保 両立  方法 模索      

た、燃やすごみとして収集されるごみのうち、生ごみが約４割含まれていることもあり、分別

回収・資源化の方法を具体的に検討することにした。 

取組 概要 

一般家庭の生ごみを 24 時間 365 日出せるようにするため、ICT を活用した生ごみ専

用回収箱 試作品 使用  職員   試験運用 行      

 取組開始 令和元年度   

 取組予定 市内 回収箱 ５台設置     検討      

 費用 専用箱の開発費 300 万円（６台） 

 令和２年度当初予算 600 万円 

 回収箱 特徴 回収箱       発信機 備         蓄積量 通知  

収集車両 回収 向    

 

＜課題＞ 

 現状  回収箱 動作 不安定            負担 改良 進     具体

的     投入扉 開閉          QR           動作 不安定 

動  確認     

 処理 適   貝殻 骨等 入          異物 許容範囲     検討    

 悪臭発生等の課題がある。 

 

 
 

取組 効果 現在職員   試験運用中    市民   利用 効果 今後確認  予定  

出 典 等 
  集積所管理支援 事例集（国立環境研究所） 

https://www-cycle.nies.go.jp/jp/report/aging4.pdf 
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事例６ 自治体職員 戸別訪問 声掛  行      収集    出 安心 

取組の主体 埼玉県所沢市（人口 343,637 人 世帯数 165,189 世帯 R3.12.31） 

取組の目的   出  困難 高齢者 対象   出  支援      安否確認 行  

取組の背景 

利用開始 準備    実施要項 策定 利用者  面談 車両（軽   ） 確

保 住民  周知 行    

    収集実施       介護保険制度 理解 深  社会福祉協議会  福

祉分野 関係主体        行      利用者 対  身内 接     意

識    接       収集担当者  教育 実施    

取組 概要 

＜取組の特徴＞ 

収集員（現場）、事務所（事務）、ケアマネジャー（福祉）の連携 

 市内約 45% 地区 収集 自治体職員 行     東部 西部         併

  職員 86 名 収集車両 57 台 収集業務 行      

 ふれあい収集は収集員が 2 名 1 組 作業 行  事務所 業務管理 安否確認等 

行     声掛  安否確認 緊急時 対応             緊密 連携  

    

＜取組の詳細＞ 

 市が通常収集している全 9 種類   （粗大   除 ） 対象       

 利用者は朝 8 時半    所定 場所 設置   蓋付 容器  種類        

 袋 入      

 週 1 回 収集員 全  品目 軽    収集            運搬    

 声掛け希望は約 29%（169/579 世帯）     

 「ふれあい収集に参りました」と声をかけ、ごみを回収する。インターホンや窓越  声 掛

  外 出   蓋付 容器     回収  場合              玄関 

開  声 掛     回収  場合     

 

 

取組 効果 

 利用者は 579 世帯（H29 年 3 月末現在）    運用開始以来     収集 増

加 続        半分以上 単身高齢者 利用     

 普段、1 日中    見      生活    収集員 一言 二言         

       言葉 利用者              遠方 住 利用者 親族   感

謝 言葉           

出 典 等 
高齢者  出 支援事例集 

https://www-cycle.nies.go.jp/jp/report/aging3.pdf 
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事例７ 体制       整備   委託     出 支援 声掛  行  

取組の主体 千葉県我孫子市（人口 131,402 人 世帯数 60,549 世帯 R4.1.1） 

取組の目的   出  困難 高齢者 対象   出  支援      安否確認 行  

取組の背景 

平成 10、12 年 市議会 質疑    出  困難 高齢者 問題 取 上   たことを

契機に検討を開始した。平成 13 年  調査 開始 平成 15 年 4 月から直営により支援

を開始した。 

平成 18 年 4 月には 100％ 民間委託 切 替 ている。こうした経緯から、当初は直営

 体制 行         収集      平成 20 年 委託化    

取組 概要 

＜取組の特徴＞ 

 委託事業者は、ごみ収集とごみが出ていないときの声掛け

   行  申請 受付   訪問調査 支援可否 判

断 安否確認   業務          行      

     設  役割分担 明         委託 体

制  声掛  安否確認 支障  実施      

＜訪問調査＞ 

 平成 27 年度 実績  利用申請 受  63 世帯 面

談  44 世帯 支援可    19 世帯 却下     

以前  支援 利用    高齢者 買 物 旅行 行        職員 現認  

  近隣住民 見   連絡                   高齢者      介護

認定 受      自   出           支援不可 判断        

  特 要支援 高齢者  比較的元気 方      慎重 判断 必要     

＜声掛け・安否確認＞ 

 声掛けを希望している割合は 79％     

 声掛け・安否確認の仕方は、「連絡の手引き」にまとめている。 

 声掛けを行う世帯は、ごみの有無       収集日      収集専用袋 指定

 場所 出          専用袋 出    声掛  行     

＜取組にかかる費用＞ 

委託費は予算額 10,064 千円に対して、実績値で平成 27 年度 8,424 千円、平

成 28 年度 7,002 千円    本事業 公募型一般競争入札 行   近年  

2 社が応札     価格 競争 行   業者 入 替   生      

取組 効果 

 利用世帯は平成 29 年 1 月現在 200 世帯 支援制度開始   累積  788 世

帯     

 担当ケアマネージャーや社会福祉協議会、高齢者支援課などと連携することで、利用者 

    住 慣  地域 安心  暮   環境作  繋      考      

出 典 等 
高齢者  出 支援事例集 

https://www-cycle.nies.go.jp/jp/report/aging3.pdf 
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事例８ 外国人向   出    情報（   等） 

取組の主体 兵庫県神戸市（人口 1,515,014 人 世帯数 737,721 世帯 R4.1.1） 

取組の目的 外国人   出     啓発    

取組の背景 
外国人 対象  SNS 動画等           活用  入国 入居時等 早 段階

  分別   等 啓発 関係機関 取 組      

取組 概要 

神戸市         活用   NPO 法人         （神戸市中央区）  神戸

市環境局と協働により Code for kanazawa が開発したごみ分別アプリ「5374  神戸版

を作製しています。 

5374（    ）神戸版                          住   地域 

収集日   分別検索   簡単 手軽 確認  る。 

 

＜機能＞ 

収集日検索   分別検索 資源集団回収検索 神戸市    知   

 

＜対応言語＞ 

英語、中国語（簡体字）、韓国・朝鮮語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語 

 

 

 
 

取組 効果 外国人   出     向上 期待     

出 典 等 
神戸市       

https://www.city.kobe.lg.jp/a04164/kurashi/recycle/gomi/gaikokujin.html 
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2-3．資源ごみ収集 
 

事例９ 日常    出   活用  地域      向上   事業 

取組の主体 奈良県生駒市（人口 118,485 人 世帯数 51,146 世帯 R4.1.1） 

取組の目的 

生駒市 取 組 自治体 3.0        次  一歩       出         人

     日常的行為 切 口  多様 人々 集 拠点（      ） 市民 共 展

開  全市民  自然  楽   当事者    参画 協働   持続可能       目

指  実証実験     

取組の背景 

生駒市  地域 社会課題 解決 向  活動 通   市民 日常的 集 場 創出 

目指  100  複合型      事業  2020 年 開始       複合型       

 取 組  市内自治会 対  募集  萩 台住宅地自治会        関  申請

 採択     

取組 概要 

本実験 市内  萩 台住宅地  自治会 協力 求  自治会該当地区 対象地

域としました。期間中、資源循環の拠点「こみすて（             略）」を自

治会館 隣接  中央緑道 設置  対象地域 住民         回収対象 

     持 込  分別 行    

ステーションの第一の目的は、市内の資源循環の拠点となること。本実証実験に参加を

表明     住民 方々 資源   持 込  分別         市内     

   一般   資源循環率 向上 目指      

 

＜主な回収対象品＞ 

生ごみ、廃油、小型家電、プラスチック ※品目は段階的に追加予定 

 

取組 効果 
 若 世代 顔 見        地域         来     若 世代   地域

活動                 意義 大   思     （萩 台住宅地自治会） 

出 典 等 

           株式会社       

https://www.aise.jp/news/releace/20201130_ikoma.html 

https://www.amita-oshiete.jp/column/entry/015554.php 
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事例 10 新        回収          （              循環      ） 

取組の主体 大阪府大阪市（人口 2,747,569 人 世帯数 1,482,662 世帯 R4.1.1） 

取組の目的 
分別 徹底    質 高        回収      国内       to       

            促進         資源循環 推進    

取組の背景 

   to             推進         質 高        数多 確保 

 必要          回収   数量 少     他    混    低品質    

多    大  課題         

取組 概要 

＜対象団体＞ 

地域活動協議会等の地域コミュニティ（原則、小学校区単位）規模での活動となる。 

なお、許可業者が収集しているアパート・マンションも対象となります。 

＜対象品目＞ 

大阪市の資源ごみ等の収集と区分したペットボトルが対象となる。 

＜ペットボトルの出し方＞ 

 排出場所は原則変わらない。 

 大阪市の資源ごみ・容器包装プラスチック収集、許可業者収集と区分して排出する。 

        地域 契約  参画事業者 回収 行   

＜      流 ＞ 

 新たなペットボトル回収では、実施地域が契約した参画事業者が月 2 回以上 中身 見

    袋 大阪市 資源  等 収集 区分         回収     

 参画事業者はペットボトルを回収し、再資源化事業者へ直接引き渡すことで、そこで得た

売却費用  事業者 回収経費等 差 引     地域       売却益   還

元    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参画事業者＞ 

サントリーホールディングス株式会社、マツダ株式会社、大阪紙業株式会社 

株式会社    株式会社北部衛生 旭宝資源株式会社 

取組 効果 
令和元年度３地区 令和 2 年度 36 地区 令和３年度 29 地区戸拡大  令和 4 年 3

月現在 大阪市内 21 行政区 68 地区 拡大      

出 典 等 
大阪市       

https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000480794.html 
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事例 11 新  拠点回収 実施（移動式拠点回収事業） 

取組の主体 京都府京都市（人口 1,450,660 人 世帯数 730,410 世帯 R4.1.1） 

取組の目的 従来 拠点回収 加  新  回収方法 展開  資源物 回収 促進    

取組の背景 

京都市      資源 可能 限        方針 下 市内各拠点     使用済

    油 蛍光管 乾電池等 資源物 拠点回収 行         回収方法 加

  更  資源物 回収 図    平成 25 年度  本事業 開始    

取組 概要 

＜回収品目＞ 

 資源物 18 品目 

古紙、雑紙、紙パック、使用済天ぷら油、古着類、乾電池、ボタン電池、充電式電池、 

蛍光管、水銀体温計・水銀血圧計、小型家電、記憶媒体類（CD など） 

インクカートリッジ、リユースびん、刃物類、使い捨てライター、陶磁器製の食器、木の枝 

 有害・危険ごみ 4 品目 

石油類 医薬品 農薬 化学薬品 塗料      絵具 洗浄剤 

 

＜回収場所＞ 

市内の公園、小学校等の公共施設 

 

＜回収日時＞ 

各拠点  月１回程度（随時日程表 案内） 

 

＜持ち込む際の注意点＞ 

 京都市内の家庭から排出されたものに限る。（事業系ごみは不可） 

 対象品目以外は受け付けず、持ち帰りいただく。 

 時間内に持ち込まれたものに限る。（時間外の持ち込みは不可） 

 

 
取組 効果 資源   収集量 平成 25 年度比  令和 2 年度  12％増加    

出 典 等 

京都市       

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000269272.html 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000269/269272

/gaiyo.pdf 
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事例 12 衛生自治会 中核   27 品目 分別活動 

取組の主体 鹿児島連大崎町（人口 12,089 人 世帯数 5,803 世帯 R3.12.1） 

取組の目的 
容器包装廃棄物 排出抑制 分別収集 徹底       推進  環境負荷 少  
 資源循環型社会   転換      

取組の背景 

従来 一般廃棄物 処理  曽於南部厚生事務組合 管理型処分場 埋 立 処分 
行            処分場 残余年数   数年 満杯   迫  状態      
   平成 10 年  缶           分別収集 指定袋 導入 実施     後段
階的 分別対象品目 拡大  現在 27 品目 分別収集 行      

取組 概要 

＜ごみの排出ルール＞ 
 町民は大崎衛生自治会に入会する。（会費は 500 円/年 世帯） 
 会員は各収集場 登録   登録   収集場以外  排出      
 収集場  管理者 指示 従 共同 分別 行   
    指定  袋 利用  指定袋  名前 書  自分    責任 持   
 資源・一般ごみは指定袋以外の使用を禁止する。 
 事業所も家庭と同じルールで分別する。 

＜生ごみと草木の堆肥化＞ 
そおリサイクルセンターの有機工場では菜の花エコプロジェクトの一環として、生ごみを１、草木
剪定くずを４の割合で混ぜ合わせ、約４ヶ月半かけて完全完熟の堆肥を製造する。この出
来上   堆肥 草木 菌 利用     堆肥 菜種畑      無農薬無化学肥料
 野菜作   利用       

＜菜の花エコプロジェクト＞ 
大崎町は下水道 浄化槽 普及率 低  家庭  排出   天  油  河川水質汚濁
 一因        各家庭 廃食油専用容器 配布 行  平成 12 年   廃食油 
の回収を行   る。    廃食油 回収量 予想より少なく、衛生自治会で知恵を絞り
あった結果、たどり着いたのは菜の花の栽培でだった。 
衛生自治会と町では 菜 花畑 復活   食用油   特産品開発 使用後 菜種油
 回収  軽油代替燃料（BDF）とし、さらに観光資源としても活用する「菜の花エコプロジ
ェクト」を平成 13 年度  始  衛生自治会員 畑約 7ha  植 付     肥料 生 
      堆肥     環       有機肥料 使用       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

取組 効果 
環境省 一般廃棄物処理事業実態調査           率 12 年連続日本一（人
口 10 万人未満 市町村 部） 達成      

出 典 等 
大崎町       
https://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp/jk_kankyoutaisaku/kurashi/gomi/recycling/ecoproject.html 
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2-4．災害廃棄物対策 
 

事例 13 被災経験者及び OB の活用によるマネジメントの円滑化 

取組の主体 平成 23 年東日本大震災被災地 

取組の目的 

災害時に最も重要なことは、正確な情報の収集と指揮（意思決定）を速やかに行うための

組織の設置である。そのため、キーマン（総括責任者）を決め、ある程度の権限を与えること

が必要である。 

取組の背景 
平成 23 年東日本大震災において、被災自治体には災害復旧に熟知した職員が不足して

おり、対応に苦慮した。 

取組の概要 

■土木・建築職（発注業務）経験者の確保 

散乱された災害廃棄物の撤去は、土木・建築工事中心であり、その発注業務の際には発注

価格を設定するための設計書等を作成しなければならない。このような作業は、平時の環境・

廃棄物部局の職員は経験に乏しいため、速やかな発注手続きは難しい。そのため、体制に

土木・建築の職員を加えることは極めて重要である。 

発注 行 際   適正価格 確認     設計書作成 工事費支払  検証書類 

準備  工事監理 行    業務 行    土木 建築職 知識 必要    災害

廃棄物 処理  土木建築工事 加  廃棄物 収集 運搬 処理・処分発注が加わる

     特殊 設計書 組    土木 建築職 知識 必要     

 

■災害対応経験者（アドバイザー）の受け入れ 

阪神 淡路大震災 経験 持 関西圏 自治体    早 被災  自治体 中枢 入

り、陣頭指揮をとって災害の情報収集、優先課題の洗い出し、混成組織の編成、災害廃棄

物発生量 算出 災害報告書 作成 必要 資料 収集  被災自治体 職員教育等

を実施した。 

このようなアドバイザーが災害直後に被災自治体の各部署に入り、被災自治体の一員となっ

 作業 進      速   復旧    欠   いものである。 

    時間 経過     被災自治体 職員 行    通常業務 併  膨大    

   他自治体   職員派遣      期間    実際 作業量 合   検討 

る。 

取組の効果 災害復旧の迅速化・効率化がは期待できる。 

出 典 等 
災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き（参考資料）参考事例一覧 

https://dwasteinfo.nies.go.jp/plan/project_doc/reference_list.pdf 
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事例 14 仮設トイレ管理体制の事前準備による現場の混乱防止 

取組の主体 熊本県益城町（人口 33,325 人、世帯数 13,746 世帯、R3.3.31） 

取組の目的 発災時に仮設トイレを的確に設置する。 

取組の背景 

平成 28 年熊本地震において、益城町では、町以外の機関から仮設トイレを手配してもらっ

たが、調達数・配送先等の情報が不明確であったこと、被災現場向けの様式ではなかったこと

から、混乱が生じた。 

取組の概要 

＜課題＞ 

益城町では、本震後、避難者数が増加し、仮設トイレの需要が高まった。リースなどで対応し

たが、町だけで全てを調達することは難しかった。しかし、国・関係団体などの手配により町内

 各避難所 仮設    設置            指定避難所以外   車中泊者 

多数滞在    場所    村 設営   町陸上競技場    設置        

           車中泊 含 指定避難所以外 滞在  被災者 実態把握 難 

く、仮設トイレの必要数の把握が困難であった。 

一方で、益城町では国のプッシュ型支援を想定していなかったことから、国からの調達数や配

送先等 情報 十分 把握    設置後 管理 苦慮        災害対策本部 

  仮設    手配先 契約 様式    基本的 情報 不統一      困難 生

じた。 

更  当初設置   仮設     和式非水洗               高齢者 身

体 不自由 人々    使用    状態       夜間 周囲 暗       主

 女性   苦情 多         順次様式 水洗 入 替       職員 負担

を増やすこととなった。 

 

＜対策＞ 

国や関係団体によるプッシュ型支援を想定し、受け入れ体制の構築などを事前に準備してお

き、のちに仮設トイレ等の様式の入れ替えなどを生じさせないことが重要である。 

 

取組の効果 仮設トイレ管理体制の事前準備により、仮設トイレの円滑な設置が期待できる。 

出 典 等 
災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き（参考資料）参考事例一覧 

https://dwasteinfo.nies.go.jp/plan/project_doc/reference_list.pdf 
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事例 15 災害廃棄物仮置場 設置 

取組の主体 熊本県 

取組の目的 
県民 生活再建 図    災害廃棄物 早期 処理     必要不可欠       
   膨大 災害廃棄物 集積 保管  分別   仮置場  被災市町村    設置
  災害廃棄物 早期処理 取 組    

取組の背景 

同一地域 短期間 2 度 震度 7  地震 観測  熊本地震  住宅 全壊約 8 千 6
百棟 半壊約 3 万 4 千棟 一部損壊約 15 万 5 千棟   未曽有 被害      最
終的 県内 一般廃棄物排出量 約 5.5 年分  相当   約 311 万     膨大 
災害廃棄物 発生     

取組 概要 

(1）仮置場候補地の選定 
【発災前の状況】 

 平成 24 年 発生  熊本広域大水害    災害廃棄物 処理 経験  阿蘇市 
      市町村      市町村災害廃棄物処理計画 策定  同計画 中 事
前 仮置場候補地 選定 行      

 その一方で、計画を策定していなかった市町村や、計画を策定していても具体的な候補
地 選定 行       市町村 多     

【発災後の状況・対応と課題】 
 事前に候補地の選定をしていた市町村においては、比較的スムーズに仮置場の設置・開
設 行         

 事前 候補地 選定 行       市町村      十分 検討     中  
短期間 仮置場 設置場所 決定     迫     

 中には、自衛隊の宿営地や車中泊で利用され設置できなかった事例や、周辺住民か  
理解 得        設置     事例 開設        閉鎖    得   
 事例   様々 課題 生  仮置場 候補地     事前 選定  必要性 高
    明        

(2）仮置場の設置 
【発災後の状況・対応】 

 熊本地震においては、平成 28 年 4 月 14 日 前震  1 週間 22 市町村 41  所
 仮置場 設置 開設   最終的  27 市町村 延 74  所 一次仮置場 設
置 開設     

 一次仮置場の設置方法については、①市町村内に 1 2  所 少数 仮置場 設置 
②市町村内 3  所以上 比較的多数 仮置場 設置 ③         収集 
④         仮置場 併用   大  4      設置方法      

 また、設置された仮置場の平均面積は約 6,100      最小 約 39   最大 約
35,300        

 
 
 
 
 
 
 

取組 効果 事前 候補地 選定     市町村      円滑 仮置場 設置          

出 典 等 
平成 28 年熊本地震    災害廃棄物処理 記録 

https://dwasteinfo.nies.go.jp/archive/past_doc/201604kumamoto_pref.pdf 
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事例 16 災害時    生活  等 処理 

取組の主体 熊本県 

取組の目的 災害時      生活   円滑 収集 処理    

取組の背景 

同一地域 短期間 2 度 震度 7  地震 観測  熊本地震  住宅 全壊約 8 千 6
百棟 半壊約 3 万 4 千棟 一部損壊約 15 万 5 千棟   未曽有 被害      最
終的 県内 一般廃棄物排出量 約 5.5 年分  相当   約 311 万     膨大 
災害廃棄物 発生     

取組 概要 

【当初の状況、初期の対応及び課題】 

①避難生活や被災家屋の片づけに伴い、可燃物、生ごみや資源ごみなど、多くの生活ごみ

 大量 発生   多  市町村   災害   仮置場 集積  生活  は通常のごみ

ステーンョン等を活用し収集した。 

       生活   発生量          市町村 一般廃棄物処理施設の許容

量 超  加  被災  一般廃棄物処理施設    被災地 自治体  収集 処理 

滞る事態が生じた。 

②熊本市においては、市内約 2 万か所のごみステーンョンを、生活ごみを含む災害廃棄物の

集積場所（仮置場）として収集した。前震の翌日（4 月 15 日）  同年 6 月 30 日ま

  災害廃棄物 集中的 処理  特別収集 実施    期聞中   生活ごみのうち資

源物        埋立  等 収集 一時的 停止               周辺 

路上 生活   含 大量 災害廃棄物 排出        処理先 確保 収集 追

 付   歩道     車道     溢 返 状況    車両 通行 支障 来  

原因となった。 

 

【課題への対応（取組み）】 

県     一般廃棄物処理施設 被災 処理能力超過    生活   処理 困難

    自治体 生活       処理能力 余力   県内 他 一般廃棄物処理施

設      協力 申 出    県外 一般廃棄物処理施設  処理 可能    う

調整した。 
収集 当     （公社）全固都市清掃会議   協力要請 受  自治体  （一  
社）全固清掃事業者連合会（民聞事業者団体）等     熊本市 益城町 中心  
収集車両 作業員 派遣等 支援 行     
②熊本市においては、生活ごみと災害ごみがごみステーンョンで混在し、悪臭等の生活環境
 悪化 火災等 懸念   状況       例外的措置    平成 2    8 年 4 月
28 日  同年 5 月 3 日     幹線道路 中心  交通 支障     災害廃棄物の
自衛隊   撤去 行        支援  処理施設 復旧 本格稼働     路上
 生活   片付    徐々 減少     通常    収集 処理体制 移行   
った。 

 

取組 効果 
生活   処理 困難    自治体 生活    県内外 一般廃棄物処理施設 協

力 得  処理 可能      

出 典 等 
平成 28 年熊本地震    災害廃棄物処理 記録 

https://dwasteinfo.nies.go.jp/archive/past_doc/201604kumamoto_pref.pdf 
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事例 17 市内 仮置場 事前選定 

取組の主体 鹿児島県鹿児島市（人口 591,772 人 世帯数 281,411 世帯 R4.1.1） 

取組の目的 
大規模災害 発生時  適正処理    選別 中間処理（破砕等）   資源化 最
終処分 向  重要 役割 果  仮置場 選定 事前 行   

取組の背景 
災害廃棄物 適正  円滑 迅速 処理 向  集積 分別 保管等   一時的 設
置  災害廃棄物 街    迅速 撤去  際 輸送効率 高  拠点 必要     

取組 概要 

【仮置場】 

① 仮置場 種類 一次 二次仮置場     予 候補地 選定    

名称 用途等 必要次期 
市民仮置場 市民等 自主的 搬入 被災直後  
一次仮置場 市及 市民等 搬入 分別収集 保管 輸

送効率 高  拠点 
被災直後 災害応
急対応時 

二次仮置場 一次仮置場から搬入、選別、破砕等、中間
処理 実施 焼却施設等  搬出拠点 

災害応急対応時 
災害復旧 復興時 

② 仮置場に係る基本的な考え方 
 候補地 選定  市有地 対象   法令等 候補地   選定    場所等 除
  幅広 行     避難所 応急仮設住宅 降灰 仮置場等 優先   他用途 
候補地      情報 整理 把握 上 候補地    登載    

 仮置場 開設  候補地   作成時 整理  優先   他用途 利用（予定）状
況等について、関係機関等との間で確認・調整の上、最適な場所を開設する。また、必
要 応   候補地   以外 国有地 県有地等     協力 求    

③ 仮置場候補地 仮置場候補地選定状況  下表 通      
名称 箇所数 主な場所 1 箇所当たりの面積 

市民仮置場 ― ごみステーションや公共の空き地等 概ね 1,500 ㎡未満 

一次仮置場 181 箇所 
(186ha) 街区公園、運動公園等 概ね 1,500 ㎡以上 

二次仮置場 3 箇所 
(18ha) 

横井埋立処分場 桜島溶岩 
ラウンド、錦江湾公園 

23,000  86,000 
㎡ 

 鹿児島市災害廃棄物処理計画    仮置場候補地 地図上 記載      
 

 

 

取組 効果 復旧 復興 妨    災害廃棄物 適正  円滑 迅速 処理 期待     

出 典 等 
鹿児島市災害廃棄物処理計画 
https://www.city.kagoshima.lg.jp/shigenseisaku/saigaihaikibutu/saigaihai
kibutukeikaku.html 
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事例 18 仮置場 運営訓練 

取組の主体 千葉県船橋市（人口 645,718 人 世帯数 312,455 世帯 R4.1.1） 

取組の目的 
仮置場 設置 運営 係      持    目指   仮置場 開設  搬入車両  

 異       設定  受付対応  荷降     実践    

取組の背景 
災害廃棄物処理計画 災害廃棄物処理行動      基   仮置場 設置 運営 
任務 実行       職員 技能向上 図 一環   訓練 行   

取組 概要 

【訓練の準備】 

環境部各課への連絡・役割分担の決定、訓練用地の確保、資機材の調達、仮置場レイア

   作成           作成 搬入者     作成等 行    

【訓練当日・仮置場設置訓練】 

①多くの職員が参加できる土曜日とし、合計 35 名が参加した。 
②仮置場はアスファルト敷きの市有地を使用し、資機材の搬入を済ませた後、仮置場レイア

ウト図に従って、資機材を設置し、準備が整った後に、受付を開始した。 

      受付 荷降    
①災害廃棄物 準備  石膏     家具類  瓦 等 書  段    使    
②     例 災害廃棄物 積  車両 6 台に    異       割 振った。 

1 号車 石膏   3 個、家具類 3 個、瓦 3 個を積載し、受付→順番 荷降  
→退場 

3 号車 事業系廃棄物 積載  搬入禁止物   搬入者 言 分 主張   搬
入 試   搬入不可 判断  際   受付 指示 従  出入 口付
近で U ターン退場する。 

6 号車  危険物  積載  受付  荷降     退場 指示      素直 
従 順路 進    後 隙   廃棄物 場内     荷降      
ただし、作業補助者等に指摘された場合は素直に従う。 

③受付 災害廃棄物搬入承諾申請書 身分証 確認 積 荷 種類 確認  無線 
場内の誘導担当者や、保管場所の作業補助員へ品目を伝えて、入場させた。仮置場で
受 入   廃棄物 積載    場合  正  処理方法 指導  受付      
おりにもめて時間がかかる場面もあった。 

④荷降   場内 誘導 従   石膏    見立  段    持    車両   
石膏    看板   場所 荷降              入  家具 瓦 作業補
助員    荷降      退場    

 車両 奥 置        荷降          場合  出口付近 作業補助員
が、仮置場内をもう 1 周  荷降      指示    

 
 
 
 
 

取組 効果 

 実地訓練 行        広    程度  廃棄物 置          想像  
ことができる。 

 不足    資機材 確認     
 参加職員 災害対策  意識向上  

出 典 等 
災害廃棄物情報        （国立環境研究所） 

https://dwasteinfo.nies.go.jp/cd/practice/cd_211029funabashi.html 
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事例 19 市民  災害時 分別等 事前周知 

取組の主体 大阪府茨木市（人口 283,425 人 世帯数 129,376 世帯 R4.1.1） 

取組の目的 
茨木市災害廃棄物処理計画 記載     災害時    分別   片付   集積
所 一次仮置場 設置      市民 分     事前 伝    

取組の背景 
近年 自然災害     被災家屋  排出   片付     路上 公園等 混合状
態 積 上    状況 散見      行政 混乱 中 十分 対応      

取組 概要 

【ガイドブックの構成】 
①基本的事項 大  災害 起  時        出     出     
②分別方法 片付   集積所 一次仮置場     出 方 気 付        
③  出  生活   避難所   出 方    
④災害時に拠点・候補地となる公園等の一覧表及びマップ 
⑤災害に備えて、日ごろから取り組めること 
⑥参考情報（災害時 生活支援制度 災害時 情報収集） 

【片付けごみ集積所のイメージ図】 
 
 

取組 効果 

 災害廃棄物 関  認知度 低   市民  災害対応  対  関心 高  説明 
丁寧 行    自助  共助  関  取組 市民 協力 得     

 パンフレット等の作成・配布だけにとどまらず、地域での防災訓練等において、災害廃棄物
 集積 収集運搬方法    実践的 訓練 学習会 実施    理解 深    

出 典 等 
大  災害時 災害廃棄物      （茨木市） 
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shigenjunkan/menu/itira
n/kankyo_haihu/51092.html 
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事例 20 災害廃棄物 搬出訓練（家庭内退蔵品 集積所排出模擬実験 実施） 

取組の主体 
和歌山県    町（人口 15,967 人 世帯数 6,223 世帯 令和２年国勢調査） 
近畿地方環境事務所 

取組の目的 
自治会単位  防災訓練等     災害廃棄物 集積 収集運搬方法    実践的
 訓練 学習会 実施        住民 片付   搬出 疑似体験及 担当職員 
災害廃棄物処理対応          行   

取組の背景 
認知度 低 災害廃棄物     平時  行政   住民向  災害廃棄物処理 関
  説明会等 効果的 普及啓発 求        

取組 概要 

【模擬訓練概要】 
 日時 場所 令和 3 年 11 月 28 日（日） かつらぎ町新城地区 
・参 加 者 65 人（見学者運営側込 ） 
・参加対象  新城地区住民 18 世帯、かつらぎ町、和歌山県、ボランティア、関係団体 
・実施内容  住民 自宅  集積所   事前 回答  片付    搬出   廃棄

物担当職員が、集積所の設置から廃棄物の受入れまでのシミュレーションを実施する。 
            

プログラム 目安時間 内容 
受付 10:00  新城地区地域交流     集合 
参加者への説明 10:30  ① 災害廃棄物処理    基礎的事項 説明 

 （基礎講座、防災落語） 
② 模擬訓練の進め方、注意事項等の説明 

昼休憩・各自準備 11:35  （ 手伝  方  説明 12:30 13:00） 
模擬訓 練（住民
仮置場の開設） 

13:00  ① 参加者  自宅  片付    搬出 準
備。事前調査で、お手伝いを希望されている
方に、支援チームを派遣。 

② 住民仮置場 開設    時間内  片付 
ごみ」を搬入。 

③ 搬入者、搬入物等を記録。受付簿に記入。 
④ 住民仮置場 持     片付     所定

の場所に荷下ろし。 
⑤ 搬入 終   方  一度帰宅。訓練時間

終了後 再度交流     集合  
集合 15:00  新城地区地域交流     再度集合 
意見交換 講評 15:30  実際 住民仮置場 搬出     課題 問題

点等 意見交換 訓練全体    講評  
閉会・解散 16:15  模擬訓練等についてのアンケート記入後解散 

【当日の様子】※下写真（左 Before、右 After） 
 
 

取組 効果 
  災害対応  対  関心 高  協力 得       
 「廃棄物対策」だけではなく、「高齢者支援＋α」等の他施策と連携した施策展開が必
要  

出 典 等 
近畿地方環境事務所    災害廃棄物対策 取 組      
http://kouikishori.env.go.jp/action/d_waste_net/pdf/symposium_220126
_lecture_05.pdf 
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2-5．不法投棄対策 
 

事例 21 可搬式 監視    導入 

取組の主体 千葉県市原市（人口 271,740 人 世帯数 128,832 世帯 R4.1.1） 

取組の目的    不法投棄 防止    

取組の背景 

平成元年 不法投棄監視委員（    委員）制度 設置 平成 8 年  市原市  

捨 行為 防止 関  条例 制定  不法投棄専任監視員（警察 OB）       

  警備会社   夜間 休日等       実施     平成 12 年  不法投棄絶

滅宣言 行   監視        導入 行    

取組 概要 

市域 広域   不法投棄多発箇所 効果的 対応     可搬式 監視    導

入      監視     市民   要望         不法投棄 増加   確認 

れ 場所 設置  不法投棄 抑制      

市職員数名 容易 移動 設置 可能 上      駆動 機器 選         

機動力   監視体制 構築       

 

 
 

取組 効果 
不法投棄通報件数  令和元年度 204 件  令和 3 年度 122 件 約 40％減少

  一定 効果 認      

出 典 等 
不法投棄未然防止協力事例（一般財団法人家電製品協会） 

https://www.aeha.or.jp/recycle/example/ 
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事例 22 可搬型監視    導入   機動力   監視体制 構築 

取組の主体 福岡県福岡市（人口 1,619,469 人 世帯数 841,597 世帯 R4.1.1） 

取組の目的    不法投棄 防止    

取組の背景 

福岡市   不法投棄 行     地域 監視      監視    警告看板 設

置等     不法投棄防止 努     投棄物 中  投棄者 特定        

証拠品 探  警察 捜査依頼 行      

取組 概要 

福岡市   不法投棄 多発    地点（高架下     夜間人気     公園 

新幹線側道等）にセンサーライト付監視カメラを設置し、昼夜を通した監視を実施している。 

また、平成 28 年度  可搬型 監視    追加導入    特徴 活   不法投棄 

状況 住民 区   要望等 基   移設 適宜 行 不法投棄 抑止効果向上 図

っている。 

 

＜設置箇所＞ 

高架下トンネル、夜間人気がなくなる公園、新幹線側道等 

 

 
取組 効果 監視    抑止効果    不法投棄 削減 期待     

出 典 等 
不法投棄未然防止協力事例（一般財団法人家電製品協会） 

https://www.aeha.or.jp/recycle/example/ 
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事例 23 亀岡市の不法投棄防止対策 

取組の主体 京都府亀岡市（人口 87,518 人、世帯数 39,676 世帯、R4.1.1） 

取組の目的 ごみの不法投棄を防止する。 

取組の背景 

亀岡市は、京都市、大阪府、兵庫県に隣接する利便性の高い立地環境から、大都市圏に

近接する山間部への不法投棄が後を絶たない。市道等の公共用地では迅速な回収・処理

に努めているところであるが、私有地での不法投棄も多く確認しており、所有者・管理者での

回収処理が原則となることからそのまま放置されるケースがほとんどである。 

取組の概要 

＜不法投棄防止対策＞ 

 不法投棄監視      

－週２回の巡回パトロール 

 ポイ捨て監視指導員と連携した監視体制の構築 

－週３回市内一円の監視パトロール 

 ながらサポートプロジェクト 

－市内を巡回される企業、団体と連携した監視体制の構築（3 団体） 

 まち・レコプロジェクト 

－市民 自家用車 搭載               活用     安全 安心  

ジェクト（R3.5.31 現在 247 人/334 台） 

 ドライブレコーダー協定 

－ドライブレコーダーを移動型防犯カメラとして活用する、市内事業者と連携したプロジェ

クト（18 団体/563 台） 

 不法投棄監視    設置 貸出  

－不法投棄多発地域  固定監視    設置 

－状況 応  臨機 対応可能 移動式監視    設置及 貸出  

 不法投棄防止看板の設置、貸出し 

－不法投棄多発箇所 啓発看板 設置 

－市民   要望 貸出  対応 

 

＜エコウォーカープロジェクト＞ 

                      行  身近 気軽 自由 清掃活動  

 自由 時間        気軽       ＆  拾   

 収集 困難 不法投棄 大量    発見      環境政策課 通報  

 現在、登録者が 800 人を超え、不法投棄に対する大きな抑止力となっている。 

 

取組の効果 
不法投棄件数が、平成 21 度の 61 件から平成 28 度の 39 件へ約 36％減少し、一定の

効果が認められる。 

出 典 等 

全国市⾧会資料 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_r

ecycle/denki_wg/pdf/040_04_00.pdf 
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事例 24 利根川河川敷 不法投棄防止対策 

取組の主体 利根川上流河川事務所 古河出張所 

取組の目的    不法投棄 防止    

取組の背景 

河川巡視     不法投棄 関  報告 多  Ｈ27 年度 古河出張所管内   年

間 226 件 件数     不法投棄 件数 減         業務 効率化 図   

     少   不法投棄 件数 減     警察 連携  看板 製作 設置 行 

        

取組 概要 

＜実施内容＞ 

当初、A3     手作 看板 製作 不法投棄 多 ５箇所  効果 検証   設置

後３ヶ月でＨ27 年 比 ３割減少       一定 効果 確認        幅

1,100mm 高さ 1,400mm  大   看板 制作  本格導入        不法投

棄さ  河川敷  入口   堤防坂路 中心 古河出張所管内 23 箇所にＨ29 年 3

月に設置   設置後 ２ 月 例年 比   ５割減少    

 

＜創意工夫＞ 

看板製作 当    捨      不法投棄  人 心理的 抵抗感 与     ３  

点を工夫した。 

① 警察官やパトカーの写真 → 警察と連携している。 

②        協力  → 住民 目    （防犯意識 高 ） 

③ 「容疑者検挙」の文言 → 検挙（逮捕）はされたくない。 

 

 
 

取組 効果 

 ５箇所 検証箇所 看板設置（A3    手作 ）後３ 月 Ｈ27 年 比   ３割

減少   （件数  ３ 月 管内総件数 比較） 

 管内 23 箇所（全域 渡 ）看板設置（幅 1,100mm 高 1,400mm  大   

看板）後２ 月 例年 比   ５割減少   （件数  ２ 月 管内総件数 比

較） 

出 典 等 
出張所 取 組   ①不法投棄対策 ３割減少 ②堤防除草 試行 苦情     

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000676558.pdf 
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【別表１】ごみ排出に係る多言語対応 
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【別表２】災害時のごみ収集に関する協定の締結状況 
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【別表３】製品プラスチックの分別収集 
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 別表４ 不法投棄 対  取組 
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【参考】アンケート調査票（Excel 版） 
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調査受託 株式会社 地域計画建築研究所（アルパック） 


